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《論説》

オーストラリア首都特別区における治療的司法：ポストコロナ期における考察
Therapeutic Justice Initiatives in the Australian Capital Territory: A Post-COVID Update

キャロル・ローソン（東京大学法学部准教授）
訳：藤木有香（ニューサウスウェールズ大学大学院

公共政策及びガバナンスコース修士課程院生）
	監訳：指宿信（成城大学法学部教授・センター長）

オーストラリア首都特別地域（ACT）は、日本にと
って治療的司法（TJ）に関する興味深い比較法的知見
を提供している。私は、TJ について 2021 年に初めて
執筆している（Lawson,	2021）。この 2 つの管轄地域
の間には、規模、歴史、そして法制度において、著しい
違いがあることは一目瞭然である。一方で、そこには刑
事司法という点において、興味を掻き立てる共通性があ
り、興味深い補完性を有している。それぞれの管轄地域
は、刑事司法改革の分野において、相手方が苦労するで
あろう特徴的な強みを持っている。言い換えれば、日本
と ACT は互いに提供し合えるものを多く有する管轄地
域である。これは特に、応報的司法から治療的司法へと
向かう両国の共通の道のりに関連している。	

本稿は、ACT の治療的司法の経験的側面に着目する
ものである。論文は 4 部構成となっている。まず、日
本の治療的司法研究・政策コミュニティにとって、なぜ
ACT の経験と関連があるのかを示すために、二つの管
轄地域の共通点を詳述する。第二に、ACT の 2009 年
からの初期の治療的司法イニシアティブと、近年のパン
デミック以前のものについて検討する。後者は、2016
年の新たな刑務所での事故死を受けて刑務所の依存を減
らすことを決定したときに開始されたものである。第三
に、パンデミック期における ACT の再犯防止の取り組
みについて考察を加える。ACT は、この時期「刑務所
ではなくコミュニティーを構築する」(JACS,	2020) こ
とで再犯を減らすことを公約に掲げてきたが、その試み
の過程でさまざまな成功や失敗を経験した。最後に、
ACT の過去 20 年間と日本の過去 20 年間を比較し、
応報的刑事司法政策からの転換として治療的司法から何
を学べるのかに関する暫定的な結論で本稿を締めくくる。
この結論は、刑事司法における統計データと技術革新の
影響が増大していることに注意を払う必要性を強調して
いる。

1.　�ACTと日本における刑事司法制度の�
共通のテーマ

ACT と日本の刑事司法制度の意外な共通点は、大き
く二つの歴史的背景にある。第一は、例外主義である。
双方は、長年にわたり自らの管轄地域における刑事司法
の例外性を信頼し、長期間にわたりその信念に一致する
成果を挙げてきた。第二は、二つの管轄地域の行刑に関
連している。両管轄地域とも、第二次世界大戦前に普遍
的だった行刑を反映した処遇から脱却しようと、20 世
紀後半に奮闘していた1。

1.1　ACT における刑事司法例外主義
オーストラリア連邦が発足する前の 1890 年代にも、

南オーストラリア州の有色人種国会議員キング・オマリ
ーは、ACT を「人間の自由、人間の正義、人間の権利」
のある場所として思い描いていた（Brown,	2014a:	40）。
この構想は、イギリスの 6 つの自治植民地が連合して
オーストラリア連邦を形成した 1901 年に発展した。植
民地は、壮大で革新的な政府所在地を有する中立的な首
都地区、すなわちワシントンにあるアメリカの首都コロ
ンビア特別区の伝統を受け継ぐ計画都市を建設するとい
う構想を共有していたのである (Birtle,	2004)。その結
果、1911 年にニューサウスウェールズ（NSW）州南
部の広大な牧草地から切り出され誕生したのが ACT で
ある2。その後数十年にわたり ACT は自らに独自の使
命があると信じ続けた（Brown,	2014b）。特に、ACT
の刑事司法制度が発展する過程で、その管轄地域が国全
体の模範となるべきであるという考え方が、官民双方の
利害関係者の考えの発展に大きな影響を及ぼした。	

1950 年代まで ACT の人口は少なかったが、首都開
発委員会は 1957 年から 30 年かけて集中的に施設やイ
ンフラ整備を実行しはじめた3。しかし、この建設計画
に刑務所は含まれていなかった。実は、ACT には 1911
年の開発以降、100 年近く刑務所が存在しなかった。	
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とはいえ、ACT には小規模な刑事収容施設が幾つか
存在した。少年鑑別所は 1962 年に開設され、2 つの拘
置所は 1976 年の法律に基づいて設立されて 2009 年ま
で運営されていた4。さらに、20 年以上にわたって「定
期的収容（ピリオディック・デテンション）」が裁判官
の刑の選択肢として提供され、これは犯罪傾向の進んで
いない受刑者専用の施設での週末拘置を意味した。受刑
者は、平日に限り自宅に滞在して働くことができた

（Bryne,	2015）5。より最近では、サイモンストンにあ
るこれらの小規模な刑事収容施設は、25 床の法医学的
精神保健施設であるドゥルワ・メンタルヘルス・ユニッ
トを収容するために再利用されており、当初刑事司法と
精神保健サービスの間の差を埋める革新的措置として歓
迎された（ABC	News,	2012;	cf.	Deegan,	2022）。		

社会内処遇は、常に ACT 内で提供されてきた。保護
観察中・仮釈放中の犯罪者は、当初 NSW 州の保護観
察官による毎月の訪問を受けていた。しかし、1960 年
代にはすべての保護観察・仮釈放機能が民事更生委員会
のキャンベラ支部に引き継がれた。民事更生委員会は、
受刑者とその家族の社会復帰を日常的に支援する地元の
市民団体である（CRC,	2018）。

ACT には刑務所が存在しなかったため、ACT で自
由刑となった犯罪者は NSW 州の刑務所に移送する必
要があり、通常一度に犯罪者数十人が ACT から NSW
州の刑務所に収監されていた（ALRC,	1979:	17-20）。
1969 年から 1978 年までの間に NSW 州で収監された
ACT における受刑者は 1 日平均 40 人弱で、1979 年
初頭の ACT 人口 10 万人当たりの収監率は 16.0 と著
しく低かった（ALRC,	1979:	18,	Figure	9）。刑期も短
く、1970 年代半ばには受刑者の約 80％が 1 年未満の
服役であった（ALRC,	1979:	20,	Table	5）。	

行政的な意味において、ACT の受刑者を NSW 州に
送ることは論理的で経済的であり、関係省庁はこれが同
州の収監率が非常に低いことの主な要因であると考えた。
ACT の裁判官は、受刑者が自宅や家族から遠く離れた
場所で服役を強いられる可能性があるため、自由刑を科
すことに消極的であると考えられていた（ALRC,	1979:	
22）。最も近い NSW 州の刑務所は、キャンベラからバ
スや車で 1 時間ほどのゴールバーンにあったが、ACT
の受刑者がそこに移送される保証はなく、広大な NSW
州内の刑務所に分散して収容されることになった。それ
ゆえ、受刑者とその家族は困難を強いられていた

（ALRC,	1979:	23-24）。	
ACT の地元刑務所建設を求める声は、早くも 1955

年に旧連邦内務省の提案であがり始めた（ALRC,	

1979:	26）。これは、日本と同様に、オーストラリアで
1955 年の「被拘禁者処遇最低基準規則」（SMR）の全
会一致の採択に参加者が積極的であった時期である6。
これは、オーストラリアの全ての管轄地域に、戦後新た
に出現した規範に照らして、刑務所における処遇を近代
化すべきかどうかを熟考する機会を提供するものであっ
た。受刑者を NSW 州に移送することは ACT にとって
実利的であるものの、関係省庁は、オーストラリアの植
民地時代の歴史の権威主義的で非人道的な行刑の「苦々
しい面影」が第二次世界大戦から数十年後の当時もの当
時も NSW 州の刑務所に存続していることを認識して
いた（Grabosky	1989:	27)。		

しかしながら、既存の取り決めである功利主義的政策
が優先された。1970 年 7 月、内務大臣と司法長官が内
閣に提出した提案書は、再び地元刑務所を支持するもの
であったが、ACT 初の拘置所を建設する計画を承認に
するにとどまった。1974 年までに、連邦政府の司法長
官は ACT 刑務所の建設を繰り返し要請したが、成功す
ることはなかった（Hopkins	et	al.,	1977:	205)）。

1.2　バサースト刑務所暴動：介在する刑務所危機
しかし、オーストラリアの矯正施設に転機が訪れよう

としていた。時代錯誤な処遇と残虐行為が明らかになり、
NSW 州の刑務所への信頼が失われた。非道なバサース
ト刑務所の処遇は、80 年間ほとんど変化がなかった

（Stern,	1998:	259）。その上に、オーストラリアの受
刑者が裁判所に救済を求めることを禁じる伝統的な慣習
法の制約があった（ALRC,	1988:	133-134）。19 世紀
と変わらない処遇に対する受刑者の抗議が処遇の改善に
つながらず矯正職員による暴力的報復を引き起こし、
1974 年 2 月 に バ サ ー ス ト 刑 務 所 暴 動 が 勃 発 し た

（Grabosky,	 1989:	 31;	Vinson	 and	Rea,	 1982;	
Zdenkowski	and	Brown,	1982）。受刑者が火炎瓶を
投げ、職員がライフルを発砲し、受刑者 10 人以上が負
傷、1 人が半身不随になり、刑務所の大部分が焼失され
た（Nagle	Report,	1978:	117）。			

このオーストラリアの刑務所危機の背景は、30 年後
の 名 古 屋 刑 務 所 危 機 の 背 景 と 類 似 す る 点 が あ る

（Lawson,	2015）。NSW 州矯正局は「秘密主義」のも
と、 外 部 監 視 も 広 報 部 門 も な く 運 営 さ れ て い た

（Grabosky,	1989:	35-36,	Nagle	Report,	1978:	187）。
環境は厳しく、時代遅れで、剥奪の文化が蔓延し、ベル
トと手錠による拘束など些細な規則が厳しく執行されて
いた（Grabosky,	1989:	27-28,	30-31）。NSW 州矯正
局は、受刑者に対して厳しい身体的管理を優先していた
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一方、職員は厳しい命令や非現実的な期待、慢性的な人
員不足、過剰収容、関連専門知識の欠如の下で勤務して
いた（Rinaldi	1977:	197-213）。最終的に、NSW 州
矯正局は、受刑者の条件を改善する提案をセキュリティ
と職員の安全に対する直接的な脅威であるとみなし

（Grabosky	1989:	30,	38）、暴動直後に担当大臣に情
報を開示閉めず、否定と責任回避の姿勢で対応したのだ
った（Grabosky	1989:	34-36,	38-40）。	

1.3　刑務所建設ための ACT の道のり
ACT 政府は、この危機を ACT 例外主義を証明した

NSW 州の政策と差別化するための貴重な機会だと考え
た（Department	of	the	ACT,	1975）。その第一歩と
して、質的に優れた設計と実践を重視した	ACT 初の拘
置所の建設を推進した。1976 年にベルコネン拘置所が
開所すると直ぐに、被収容者の尊厳と自律性を尊重し、
首都の「全体的な発展」において「重要な役割を果たし
た」「社会的実験」の成功事例であるとして「先端的で
ある」として歓迎された（ALRC,	1979:	26-27）。		

第二段階は、刑務所の建設を抑制することであった。
ACT 政府の討議資料は、1974 年のロバート	・マーテ
ィンソンの研究に端を発した「Nothing	Works」運動
により、更生施設としての刑務所に対する国際的な信頼
が喪失し、刑務所に応報的な苦痛を与えようとする欲求
が憂慮すべきほど根強く残っていると指摘している。討
議資料は、「最後の手段」として自由刑を用いるという
ACT の政策を維持するよう推奨した（Department	
of	 the	ACT,	1975;	Cullen	and	Gendreau,	2001)。
この時点で、ACT の政策は、自由刑の利用に関しては
倹約的で慈悲深い日本の伝統的なアプローチに酷似して
いた。「Nothing	Works」運動は、単に ACT を迂回し
ただけであると主張する者もいるが（Mackay	2012:	
48-52）、他で見られたものとは明らかに異なる影響を
及ぼしたのである。他の管轄地域が刑務所の建設を継続
し、治療的なアジェンダを放棄したのに対して、ACT
の対応は、短期的には刑務所の建設を完全に拒絶するこ
とであった。		

一方、NSW 州政府の関係省庁は、長期にわたる「遅
延とごまかし」という対応を示した (Brown,	2004:	
135)。翌 1978 年には、650 ページに及ぶ「ニューサ
ウスウェールズ刑務所に関する王立委員会の報告書」

（Nagle	Report,	1978）とオーストラリアの刑務所に
地域化された 1955 年の SMR が発表された。この現地
版	SMR は、すべての州と特別地域によって承認されて
定期的に改訂されており、直近では 2018 年に改訂され

ている（CSAC,	2018:	27）。ネイグル報告書は、古風
で標準以下の処遇や関係省庁の「無能」（Grabosky、
1989:	35）など、グラフトン刑務所での顕著な事例を
含む NSW 州刑務所の被収容者に対する組織化された
報復的暴力を指摘している（Nagle	Report,	1978:	Ch	
7）。NSW 州は、直ちに抜本的な刑務所改革を開始し
た。この急進的な実施計画は、20 代で短期間保護観察
官を務めた経験を持つ進歩的な社会科学者トニー・ヴィ
ンソン教授によって先導された (Murphy,	2017)。彼の
リーダーシップのもと、矯正官たちの強い反対を押し切
って、250 のネイグル勧告の大部分がわずか 3 年で施
行された（Vinson	1982:	55;	Zdenkowski	and	Brown,	
1982:	90;	Stern,		1998:	259-262）。		

この時点で、ACT が NSW に支払う移送受刑者 1 人
あたりの日当が急増していた。1972-1973 年は約 10
豪ドルであったのに対して、1977-1978 年では 30 豪
ドルを超えていた（ALRC,	1979:	20）。コストの増加
は明らかに影響を与えたが、ACT が地元の受刑者の処
遇を適切に管理する必要性も課題になって、全国的に行
刑の模範を目指すことに焦点を当てた独自の刑務所の必
要性をめぐる言説も再び現れた。しかしながら、三つの
根拠ある懸念が歯止めとなった。第一に、地元の刑務所
があれば、ACT の収監率が急上昇するのではないかと
いう懸念があった。第二に、膨大なコストと、一つの刑
事施設で多くの異なるカテゴリーの受刑者を収容する難
しさがあった。最後に、一般市民の反対により、建設地
の選定が困難になる可能性があった（ALRC,	1979:	
22,	27-31）。このうち最初の二つの懸念は、予測的な
ものであった。	

1970 年代後半には、ACT の犯罪被害者への補償に
対する支持が拡大したが、ACT の社会的感情は、その
後の日本とはまったく異なっていた。ACT のステーク
ホルダーは、被害者への補償を人道的で治療的な刑務所
を適切に補完するものであり、競合する優先事項ではな
いとみなしていた (ALRC,	1979:	46-57)。提案された
刑務所は、ACT にとって前例のない道徳的な機会であ
ると考えられていた。この刑務所は、現代の国際人権規
範を遵守する最初のオーストラリアの刑務所になり、植
民地時代の行き過ぎた刑罰の長い影から脱却したがゆえ
に、他の管轄地域の道標になると想定された（ALRC,	
1979:	27）。	

NSW 州では、それまで広く行われていた刑務所にお
ける虐待は減少し、受刑者の処遇や刑事施設の設備、矯
正官の研修も一時的に改善されてきていた。しかし、
1980 年代には、矯正職員による断固とした労働争議と
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厳罰主義の復活によりネイグル報告書の抜本的な改革の
多くが後退し、さらなる刑務所暴動や混乱が発生した	
(Brown	&	Wilkie,	2002;	Brown,	2004;	Grant,	1988:	
2-4;	Grant,	1992;		Ramsland,	1996:	327;	Roberts	et	
al.,	2002)。深刻な過剰収容という別の要因もあった。
例えば、NSW 州の収容人員は、1991 年 9	月までの 3
年間で 51％増加し、6,063 人に到達し、人口 10 万人
あたり 100 人の収監率となった（Grant,	1992:	197）。
おそらく最も重要なことは、急速な改革は職員の労務条
件を改善することなく受刑者の権利を認めるもので、職
員に深い憤りを生じさせていたことである。矯正職員は、
この改革を「刑務所の支配権を受刑者に譲り渡す」もの
だと認識していたのである（Grant,	1988:	3）。結局、
NSW 州は、ヴィンソンがその刑務所で実施した改革と
近代化措置の多くを、より緩やかなアプローチで繰り返
さざるを得なかった。	

NSW 州における刑務所改革の失敗は、ACT にとっ
て教訓となり、ACT の刑務所設立を求める声が続いた。
この時点で、ACT は地元の犯罪者を保護し更生させる
義務を「放棄」していたという考え方が広まった

（ALRC,	1988:	251-252）。擁護者たちは、ACT が昔
の流罪のようなことを廃止すべきであり、家族との頻繁
なコンタクト、通勤のための日帰り釈放などの近代的処
遇を現地で提供することは、矯正というよりも福祉と位
置づけ、ACT の再犯率を減らすために必要不可欠なも
の で あ る と 考 え て い た（ALRC,	1988:	253-255;	
Walmsley	et	al.,	200-202）。	

1988 年、ACT は自治権を獲得し、ACT 初の選挙が
1989 年に行われた7。これは刺激的な時代であった。
ACT は長い間、「共同体社会主義」の実験と見なされ
る特徴的な住民で構成されていた（Brown,	2014b:	
1-3	at	3）。ACT の大部分を占める首都キャンベラの住
民は、オーストラリアの他の都市の住民よりも高所得で
高学歴であり、社会的にも進歩的であった（Young,	
1985）。また、小規模な都市であるキャンベラでは、

「裕福で、博識で、明瞭な」政治家、官僚、研究者やメ
ディアコメンテーターが集まっており、活発で包括的な
市民社会と統治への関心が育まれていた（Brown,	
2014b:	1-2）。こうした人的資源と、連邦政府による父
権的支配の時代を経た ACT の独立性を明確に示したい
という願望（Grundy,	1996）が、模範的な ACT 刑務
所を建設するというプロジェクトを促進することになっ
た。		

ACT 立法議会の司法と社会安全に関する常任委員会
（SCJACS）は、1999 年から 2001 年にかけて刑務所

設立を検討した。この政策策定プロセスは矯正職員以外
のすべての利害関係者を含んでいた。このとき、ACT
の立法府・行政府・市民社会から、治療的で修復的な、
そして社会復帰を促進する刑務所に対する幅広い支持が
あった。しかしながら、一般的に矯正局自体がリードま
たは仲介する日本の刑務所改革政策プロセスとは対照的
に、刑務所運営経験者からの意見聴取が少なく、実際の
運用上の問題にはほとんど注意が払われていなかった

（SCJACS	1999a;	SCJACS	1999b;	SCJACS	2000;	
SCJACS	2001）。	

マーケティングの観点から言えば、この模範的な刑務
所の建設と運営は、ACT のブランドの中核をなすもの
であるべきだった。地政学的には、この刑務所は「ソフ
トパワー」の源となることが期待されていた。しかし、
刑事司法制度のいかなる側面も、対外的で地政学的な利
益のために利用しようとすることは、本質的に危険を伴
う。後述するように、日本では、明治中期以降いくつか
の時点でこの戦略が成功を収めた。けれども、ACT の
場合は、外部からの承認を求める強い欲求が非現実的な
刑事政策に繋がったり、不都合な結果をもたらしたりす
ることになった。

1.4　日本の刑事司法における例外主義  
日本の 1908 年の監獄法と最初の赤レンガの刑務所は、

当時としては先進的とみなされ、世界的な賞賛を受けた。
それだけに、不平等条約の終了と旧宗主国としての日本
の出現と密接に関わっていた（Botsman,	2005:	Ch	7）。
好評は 1932 年まで続き、同年 5 月にはチャーリー・
チャップリンが東京の小菅刑務所を訪問し、熱烈に賞賛
している（Gillin,	1928;	Ogawa,	1932）。		

第二次世界大戦後、日本が早くも刑事司法外交を通し
てソフトパワーを取り戻した。戦後の経済的奇跡よりも
遥か前の 1950 年代初頭から犯罪学的奇跡を成し遂げた
のである。日本は急速に犯罪を抑制し、占領が終了した
初期の段階に安全で秩序ある社会を作り始めたのだ

（Shikita	and	Tsuchiya,	1990;	Ozawa,	2014）。
この犯罪学的例外主義は、新たなグローバル・アイデ

ンティティと正当性を提供することになる。日本が、国
際的な場で円滑に立ち直り、国際社会復帰をした一つの
要素と見ることができる。1950 年代初頭、日本は、
SMR の草案に対して書面提出を行ったわずか二つのア
ジア諸国のうちの一つであった（UNGA,	1955a）。
1954 年までに、ビルマの首都ラングーン8 における第
1 回国連犯罪防止・犯罪者処遇アジア会議で、「国連ア
ジア極東犯罪防止研修所」（UNAFEI）を東京に設立す
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ることが満場一致で決議された（UN,	1961:	Preamble）。
UNAFEI は、60 年にわたりグローバル・サウスの刑事
司法領域における法整備支援の源として、日本に世界的
な名声と権威を与えてきたのである。		

1955 年、日本は「犯罪防止及び犯罪者の処遇に関す
る第 1 回国連会議」にアジアから招待された三カ国の
うちの一つであり、85 カ国の全会一致で SMR を採択
する議決に参加した。さらに、同会議への貢献と関与は
模範的なものであった。日本は、検察庁幹部を筆頭とす
る六人の派遣団員と、警察庁、矯正局、東京大学（まだ
若かった頃の平野龍一氏）、国会及びジュネーブの国際
機関日本政府代表部などから選出された代表者がこぞっ
て参加した。アジアの他の招待国である中国とカンボジ
アは、それぞれわずか三名と二名の代表団を送り、書面
提出は行わなかった（UNGA,	1955b;	UNGA	1955c）。
法務省矯正局長の中尾文策氏は、五つの大会テーマのう
ち二つを取り上げた日本の二つの提出文書を作成した。
これらの文書は，当時の日本の刑務所収容人員の約 8％
を占めていた 70 か所余りの「開放的」な労働収容所と，
日本の矯正職員の高度に体系化された選抜・研修制度に
ついて報告している	(Nakao,	1955a;	Nakao	1955b).		

詳しく説明するまでもなく、2002 年 11 月に名古屋
刑務所暴行事件が発覚するまで、日本の刑事司法の例外
主義は、そのグローバルな「ブランド」の中核で、ほと
んど損なわれない部分であった（Lawson,	2015）。2012
年 7 月までに、第 2 次安倍政権において、犯罪対策閣
僚会議が再活性化し、再犯防止政策が内閣レベルの優先
事項に引き上げられたことにより、司法外交によるソフ
トパワーを取り戻そうとする新しい取り組みが始まった。
この考えは、2021 年に開催される東京オリンピック
2020 とその後に向けて、法務省の「世界一安全な国」
という遍在する刑事司法外交スローガンの使用に表れて
いる。その一環として、過去 10 年間に再犯防止に関す
る イ ニ シ ア テ ィ ブ が 数 多 く 実 施 さ れ た（ 法 務 省、
2022b	2022b）。	

このことは、着実で効果的な脱収容に対する日本の
15 年間の取組を確たるものとし、これを通じて、2021
年末時点で刑事施設の主要率が 50.5% という素晴らし
い水準まで収容人員を減少させ（法務省、2021a:　
2-4-2-2 図 ) 新しい入口支援、治療的処遇、出口支援の
構想が発表されても国民が珍しがらない状況を作り出し
た。2002 年を振り返ると、これは想像もしなかった変
化である。西側の観察者として注目すべき点は、非常に
ゆっくりとしたペースで粘り強く、小さな漸進的変化を
通して反発を起こさないように達成されてきたことから

観察される漸進主義である。そしてまたトップダウン型
の改革で権利志向的な言説もほとんど見られなかったこ
とも印象的である。		

直近では 2022 年 4 月に、2025 年に施行される刑法
における「懲役」と「禁固」の一元化で事実上の「懲
役」の廃止が決定している。2018 年、世界の矯正リー
ダーに対するインタビューを収集する本の一章の為に、
当時の富山聡矯正局長にインタビューした際、この大胆
な改革を個人的な夢の一つとして言及していた。それは、
刑務所が炊事や家計管理などの基本的なライフ・スキル
を受刑者に教えるための時間、場所、人員を確保するこ
とを可能にするものであった。そして、未だ達成されて
いないものの、軽微な薬物犯罪の脱刑事罰処理も含めて
実現したいと話していた（Lawson,	2020）。	

2.　�ACTの治療的司法を通じた�
再犯率削減のためのパンデミック以前の計画�

2021 年末に発表した論文（Lawson,	2021）では、
パンデミック直前の 2019 年までの ACT の動きに焦点
を当てていた。		

簡単に要約すれば、1901 年のオーストラリア連邦憲
法には権利章典が含まれていない。国際法の国内的効力
は変形方式で、オーストラリアの裁判所は、国際条約を
法律によって国内法に「変形」されるまで正式に承認し
ない（Williams	and	Reynolds,	2017）。しかし、ACT
はオーストラリアの州・特別地域として初めて、2004
年に人権法を制定した9。これは市民的及び政治的権利
に関する国際規約（ICCPR）10 に含まれる権利を行使す
るもので、「弱い形の」または「対話的」権利章典であ
る。ACT 立法議会に提出される各法案は、人権法に準
拠していることを関連省庁が認証し、立法議会常任委員
会はその法案が準拠していることを確認する必要がある。
受刑者を含む個人は、ACT 最高裁判所に違反行為に対
する宣言的救済を求めることができるが、今日まで損害
賠償請求権はない。		

2007 年、矯正管理法が制定された11。この法律に基
づいて新たな ACT 刑務所が設立され、運営されている。
また、受刑者の人権を綿密に保障し、受刑者の SMR と
ICCPR の権利を制定している。三つの例を挙げよう。
第一に、懲戒目的の隔離（独房）は第 89 条の下で完全
に禁止された。第二に、第 188 条により面会、手紙、
電話等を通して承認された家族や友人との接触を含め受
刑者の外部との接触を懲戒処分下にあっても停止される
ことはない。最後に、第 14 条に基づいて矯正局のすべ
ての内部政策は、ACT 法上の登録として公開されなけ
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ればならない。

2.1　 2009 年からの 
最初の治療的司法に基づくイニシアチブ  

2009 年 3 月、当初 300 床しか保有していなかった
刑務所に最初の受刑者達が到着した。ACT の刑事司法
における最初の TJ イニシアティブのうち、この段階か
ら実施されていた四つの取り組みについては、2021 年
の WIPSS 紀要論文において言及している。
	
滞在型薬物治療（ソラリス治療共同体）  

刑務所内には、男性受刑者の為にソラリス治療共同体
と呼称されるエビデンスに基づいた薬物リハビリテーシ
ョン施設がある（Rosenberg,	n.d.）。これは 1946 年
にイギリスで考案され、1960 年代からアメリカの刑務
所で使用されている学際的なモデルを踏襲している

（Kashiwagi	et	al.,		2022）。2019 年から札幌女子刑務
所では治療的コミュニティが設立された。ACT 刑務所
では、刑務所内の 20 床の低セキュリティ専用コテージ
に六週間滞在するなど、受刑者は最低でも六カ月かけて
プログラムを修了する。受刑者はプログラムに参加する
ために志願しなければならず、肉体的にも精神的にも安
定している必要がある。特別な研修を受けた「治療的矯
正職員」、医療専門家、刑務官が、受刑者が出所後に紹
介されると同じ薬物治療専門 NGO と協力してプログ
ラムを運営している。		

刑務所内での薬物使用は、受刑者の少なくとも 30％
に見られる（Toohey	et	al.,	2018）。薬物使用は非常
に好ましくないとされているが、道徳や刑事責任の問題
ではなく、心身の健康と安全の問題としてアプローチさ
れている。受刑者の禁欲能力を徐々に育むことを目的と
して、根本的な依存症の治療を行いながら、ハームリダ
クションを優先している。したがって、刑務所内にはメ
サドン・プログラムもあり、受刑者が注射針を滅菌でき
るように漂白剤も提供されている。また、刑務所内に注
射針の交換サービスを設置する計画もあり、オーストラ
リア医師会が進めているものの、矯正職員に反対されて
いる。

承認を受けた家族・友人の訪問  
承認された家族や友人は、水曜日から日曜日までの 5

日の間、被収容者と面会することが出来る。週末は最初
から面会日に含まれている。この刑務所は、キャンベラ
のほとんどの地域から車で 20 分程に位置し、バス路線
も運行している。すべての受刑者は、週に 1 回最大 1

時間、承認を受けた家族や友人と身体接触を伴った面会
をすることができる	(ACTCS,	2022a)。安全な監視付
きの面会場は「オープンプラン」であり、受刑者たちが
運営するカフェや小さな芝生のバーベキューエリア、子
供用の遊具まである。シャイン・フォー・キッズと呼称
される慈善団体が、遊びの活動を通じて面会中の父親が
子供との関係を再構築できるように支援している。この
五日間は、刑務所の受付と面会所が子どもたちの楽しそ
うな声で賑わっている (Mares,	2014)。	

禁制品はこのエリアを使ったルートで刑務所内に侵入
することがあり、壁を越えて投げ込まれたり、ドローン
で投下されたり、ときには職員や民間請負業者により持
ち込まれることもある。しかし、この家族面会奨励政策
の背景には、二つの考え方がある。それは、日本の少年
院に送致された少年の家族との接触の重要性に関する考
え方と二つの共通点をもっている。第一に、社会福祉の
原点は家族である。国家が刑事司法政策を通じて家族構
成を破壊すれば、犯罪者は常に社会にとって負担となっ
てしまう。国家が家族構成を維持すれば、それは釈放後
の受刑者にとって自然な受け皿となる。第二に、収監に
よる家族関係の破壊は、貧困と機能不全を引き起こし、
有害で、犯罪を誘発するような影響を次の世代に永続さ
せることにもなる。	

中間処遇センター
刑務所のフェンスのすぐ外には、20 床の中間処遇セ

ンター（トランジショナル・リリース・センター）があ
る（Bartels	and	Doyle,	2022）。矯正官がいるが、ド
アに鍵はかかっていない。男性受刑者が、刑期最後の期
間をここに移動して過ごす。刑が長い受刑者は、一年以
上の期間を中間処遇センターで過ごすことも珍しくない。
仕事を探し、日中はキャンベラ市内に通勤し、夜間と週
末に中間処遇センターに戻ってくる。女性受刑者は、仕
事や教育のための日帰り釈放を含む中間処遇センタープ
ログラムを受けることもできるが、その間刑務所内に住
むことを求められるため、不利な立場に置かれている。
日本においては、松山刑務所に併設された大井造船作業
所がこれに相当すると思われる。しかし、ACT では殺
人などの重罪を犯した受刑者でも、中間処遇センターを
利用することができる。実際、彼らにとってここは特に
重要である。	

説明責任の仕組み 
当初、受刑者の権利に関わる緊密にネットワーク化さ

れた五つの外部監視機関が、刑務所に出入りできるよう
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になっていた（AMC,	2022）。受刑者は、居房外にい
る際にアクセスできる共有エリアの公衆電話から、これ
らの機関のホットラインに無料で電話をかけて面談を求
める音声メッセージを残すことができる。	

第一の監視機関は、刑事施設視察員である。2009 年
当初は被任命者は一名であったが、現在は受刑者人口の
約 25％を占める先住民族犯罪者の面会に重点を置いて、
先住民族訪問者１名を含む４名となっている。視察員は、
一般的にソーシャルワークなど刑事司法に関連する分野
で何らかの経験を積んだ一般市民がパートタイムで務め
ていて、矯正の専門家ではない。4 名の視察員が合計で
年間約 1,500 時間ほど刑務所内を自由に動き回る。受
刑者の訴えを聞き、刑務所長と対話し、定期的大臣に報
告するが、公に調査を行ったり報告したりする権限はな
い。秘密裏に報告するのみである。	

第二の監督機関は、ACT	市政監督である。これは、
刑務所における全ての保安上の事故について CCTV 映
像を観閲する政府機関であり、身体的・精神的な病気や
障害に起因する特に弱い立場にある受刑者を保護する特
別な責任を負っている。	

第三の機関は、ACT 人権委員会である。これは
2004 年の人権法に基づき設立された独立した法定機関
で、刑務所で維持されている人権水準について自主的に
独自に監査を行い、公表している。また、受刑者から個
別に人権に関する苦情を受理することができ、解決のた
めの調停手続も提供している。		

第四に、ACT 市政監査も刑務所に関わっているが、
これは受刑者が自身に対する行政処分に異議を唱える場
合に支援する役割に限定されている。最後に、ACT 保
全委員会はこれらの ACT 行政官による汚職行為に関し
て受刑者からの苦情を受け付けている。外部監視機関代
表者は定期的にともに刑務所の指導者や矯正局の代表者
と会い、刑務所の処遇について話し合っている。	

2.2　ACT 刑務所における初期の課題  
ACT 刑務所は、もともとアクティビティ・センター、

ヘルスセンター、グラウンドがそれぞれ一つずつ設置さ
れており、開放的所内方式（仕切りがない）で設計され
た。これは、十数種類以上の異なるカテゴリーの受刑者
を収容しているため、受刑者同士が安全に混在すること
が出来ないという思慮のない設計であった。また、刑務
所での受刑者が任意で働く作業プログラム等の開発は非
常に立ち遅れたため、運営当初は受刑者が慢性的に退屈
していた（Bartels,	2015）。

それにもかかわらず、収容率が急増し始めた 2013 年

頃までは好評を得ていた。2015 年からは	一部の受刑
者を「超過」施設、つまり刑務所開設前に使用されてい
た小規模な拘置施設に収容する必要が生じ、ACT はこ
れを再開させなければならなくなったのである。2016
年から、刑務所の問題は更に深刻化した。この年、刑務
所の収容定員は 439 床（後に 444 床）に拡大されたが、
すぐに埋まってしまい、再び定員を超過した。

この間、以前受刑者同士の暴力により脳損傷を負って
いた、若い先住民族の未決拘禁者が、薬物の過剰摂取に
より刑務所内で死亡した。それは、刑務所のメタドン・
プログラムを通じて誤って投与されたものだった。この
事件は ACT の重大なスキャンダルで、多くの監査・報
告・調査を経て、最終的には改革を促した（Moss,	
2016）。収容人員は増加の一途を辿り、ACT の収容率
は一層悪化し、受刑者一人あたりの 1日のコストも全国
で群を抜いて高くなっていたため、この事件が転機とな
った。ACT 政府は、刑務所拡張主義を終結させ、代わ
りに「司法再投資」戦略に従うと発表したのである

（JACS,	2019）。		

2.3　新たな治療的司法イニシアチブ：2016 年－ 2019 年
2016 年から 2019 年にかけて、ACT は「刑務所で

はなくコミュニティを構築する」という全体的な包括政
策のもと、いくつもの「国を挙げての」刑事司法改革を
導入した。この政策には七つの「柱」があり、全体の目
標は、2025 年までに ACT の再犯率を 25％削減する
ことであった（JACS,	2020）。	

これらの政策は、犯罪対策閣僚会議で発表された日本
の「国を挙げての」刑事司法政策に呼応していて、日本
の「入口支援」や「出口支援」に相当するものであ
る。	日本は 2012 年に 10 年以内に 2 年以内再犯率（出
所受刑者の 2 年以内再入率を意味する）を 20％以上削
減するという目標を発表してから順調に進み達成してい
る（法務省、2022a：5-2-3-9 図；法務省 2022b）。

その一つの柱は、刑務所における先住民族の過剰な割
合を減少させることである。オーストラリア先住民族は	
ACT 一般人口の 2％未満であるが、ACT の収容人員
の 22 ％ を 占 め て い る（ACTCOSS,	2021;	JACS,	
2022b）。この柱は、文化的に適切な司法への再投資

（各家庭に合わせた社会的健康サポート）、入口支援（先
住民族向けの若年犯罪者のための先住民族年長者による
修復的量刑（サークル量刑））、出口支援（先住民族犯罪
者の更生保護・社会復帰を促進する先住民族同士の対話
サークル）というプログラムで構成されている。もう一
つの柱は、刑務所に多く存在する精神疾患や障害を持つ
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人々を支援するための人員と資源の増加に重点を置いて
いる。	

2.3.1 入口支援
また別の柱は、保釈中や仮釈放中の人々の住居へのア

クセス改善に関するものである（JACS,	2020:	11;	
ACTCOSS,	2021）。ACT の受刑者の 40％近くが未決
拘禁者であり、その多くは保釈の資格はあるが固定住所
を持たない先住民族である。これはオーストラリアで最
も高い割合である。ほとんどの場合、彼らは最終的に罰
金以上の刑を受けることはない。それまで彼らを刑務所
に拘束することは釣り合わないし、不必要である。この
戦略では、コミュニティ内で中程度の監視付の宿泊施設
を提供する保釈ホステルの開発を優先している。	

ACT 裁判所では、2016 年から集中的社会内処遇命
令（インテンシブ・コレクション・オーダー；	ICO）
を課すという選択肢を与えられた（ACTCS,	2022b;	
Nowroozi,	2022）12。この刑は、原則的に多種多様な
制限や条件を伴う社会内処遇である。犯罪傾向の進んで
いない犯罪者に適した一形態と見なされている。最長 4
年の自由刑の代わりという風に設計されているが、ほと
んどの場合、最長 2 年の自由刑の代わりに使用されて
いる。固定住所に滞在することができ、薬物やアルコー
ル問題のない犯罪者のみが対象となる。保護観察官によ
り監督され、以下の条件の中から少なくとも一つが適用
される。違反すると警告、条件の厳格化、または取り消
しと逮捕に繋がる。ただし、違反の結果再収容された場
合、30 日後に ICO の復活を求めることができる。	

• 在宅拘禁	条件
• 電子監視条件
• 夜間外出禁止条件
• 	規定の時間数（750 時間を超過しない）の社会

奉仕活動の実績を要求する社会奉仕活動条件	
• 	薬物リハビリテーション施設に入るまたは日帰

りプログラムに参加する条件、あるいは治療を受
ける条件

• アルコール、薬物、またはその両方の禁欲条件
• 特定の人物との接触禁止条件	
• 特定の場所・地域への出入りや訪問禁止条件

更にもう一つの柱は、物質使用障害を持つ人々を刑務
所に入れないようにする支援に関連している（ACTCS,	
2020:	12）。そのために導入されたのが、「薬物とアル
コール専門法廷」である。これはエビデンスに基づいた
戦略で、罪を犯した薬物使用者は、裁判所による監視付
きの治療とリハビリテーションプログラムを受けること

が出来る。これに加えて、2019 年 9 月、ACT は乾燥
大麻 50	gm 以下と大麻草 150	gm の所持を新年早々に
非犯罪化すると発表した。また、大麻の栽培は一人２株
まで、一世帯４株まで認められ、自宅での大麻の個人使
用も非犯罪化された13。有罪判決の影響は、その犯罪の
平凡性に対して不釣り合いと見なされたのだ。また、飲
酒運転や薬物運転で有罪判決を受けた者には罰金を科し、
制限付き仮免許を交付する前に飲酒と薬物に関する啓発
プログラムを修了させるよう命じることに切り替えたの
も、この柱の一つである。さらに、深刻な飲酒運転違反
に対しては、呼気検査装置が違反者の車に取り付けられ
る。アルコールを含まない呼気の採取をしなければ、車
を発進させることは出来ない。		
	
2.3.2 出口支援

また、既存の受刑者向けの「拡張スルーケア」プログ
ラムにも追加資金が提供されることになった。スルーケ
アとは、最長で出所 6 カ月前から始まり出所後 12 カ月
間まで刑務所で行われる包括的な社会復帰サービスであ
る（ACTCS,	2022c)。受刑者のケアは、刑務所内で社
会復帰専門矯正職員の監督下に移された時点から始まる。
このサービスでは、宿泊施設、職業訓練・雇用、精神
的・身体的健康、地域社会とのつながり、そして基本的
ニーズという五つの分野において、個人に合わせた支援
が提供される。他の管轄地域では、スルーケアは一般的
に刑期全部を服役した受刑者だけが対象である。しかし、
ACT ではほぼすべての被収容者（短期間（女性：1 ヶ
月、先住民族男性：3 ヶ月、非先住民族男性：6 ヶ月）
拘禁された未決者を含む）に提供されているため、「拡
張」スルーケアと呼ばれている。ニューサウスウエール
ズ大学による学術的な研究は、2017 年に拡張スルーケ
アが犯罪者の刑事施設への再入を遅らせており、再入が
あったとしてもより軽微な犯罪によるものであることを
示した。拡張スルーケアは、個々の被収容者の社会復帰
のニーズを満たすために、様々なサービス提供を外部委
託している（Griffiths	et	al.,	2017）。		

もう一つの柱は、元受刑者の社会復帰に対する支援に
関連している（ACTCS,	2020:	16）。この戦略の一つ
である仮釈放タイムクレジットは、仮釈放中の期間を自
由刑と相殺する制度である。仮釈放中に違反を犯した犯
罪者が刑務所に戻ったとしても、経過した仮釈放期間に
より自由刑の刑期を短縮することができる。最終的に、
ACT 政府は、刑務所の収容定員を大幅に超えているに
もかかわらず、刑務所を更に拡張する代わりに中間処遇
センターを 80 床まで拡張し、より多くの受刑者をこの
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中間施設に移す方針を発表した（Rattenbury,	2019）。

2.4　OPCAT の義務を満たすための追加的な監督機関  
七つの柱とは別に、最初の五つの機関が果たす様々な

役割を補完するために、さらなる外部監視機関が設立さ
れた。この機関、すなわち収容施設監察官事務所（オフ
ィス・オブ・インスペクター・オブ・カストデイアル・
サービス）は、ACT では前例のない機関である。この
機関は、2023 年 1 月 20 日に開始されるはずの「拷問
及び他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り
扱い又は刑罰に関する条約の選択議定書」（OPCAT）14

に基づく ACT のナショナル・プレヴンチブ・メカニズ
ムに貢献する義務を果たすものであったが、既に期限を
過ぎている。オーストラリアは、2002 年に国連総会で
OPCAT が採択された際、日本と同様に投票を棄権し
たものの、最終的に 2017 年 12 月に議定書を批准して
いる。OICS は、収容施設監察官事務所としての専門的
な知識を持つ経験豊富な元矯正官が率いている。OICS	
は、 イ ギ リ ス 王 刑 務 所 監 察 総 監15（His	Majesty’s	
Inspectorate	of	Prisons）と同様の権限、自律性、並
びに裁量権を有している。その報告書は議会に提出され、
OICS のウェブサイトで一般公開されている。		

3.　�ACTのパンデミック期中の治療的司法の�
実施：2020 年－ 2022 年

アシュリー・ルービン教授は、2022 年 9 月上旬、ハ
ワイ大学ロースクールと成城大学治療的司法センターと
の合同シンポジウム「映画と実体験を通じた日米刑務所
における『共感』教育プログラム」において、洞察に富
んだコメントを発表し、近代史を通した刑務所改革にお
けるリハビリテーションの推進力が周期的な性質を帯び
ていることを指摘した。何世紀もの間、歴代の改革者た
ちは、刑務所が持つ犯罪誘発効果を認識し、刑務所をよ
り有効で更生に役立つもの、すなわち治療的なものにし
ようと真剣に努力してきた。治療的司法が犯罪からの離
脱を促進すること、すなわち犯罪者の人生における社会
経済的な犯罪誘因に取り組み、「犯罪の減少、より安全
なコミュニティ、収容人員の減少」に繋がることを示す
証拠は豊富に存在する。	

しかし、治療的司法構想は脆く、外部の力や出来事に
よって簡単に頓挫してしまいがちである。社会的、経済
的、政治的な現象によって外的な危機が生じた時、そし
てこれらの危機が実質的なものであれ想像上のものであ
れ、そうしたプログラムや政策は負担しきれない贅沢品、
無駄、あるいは不適切で「犯罪に甘い」とみなされる可

能性がある。影響力があって意欲的な一世代に一度とい
うような改革者が現れても、転勤したり、昇進したり、
引退したり、時に亡くなることも治療的司法イニシアチ
ブを挫折させる可能性に繋がる。刑事司法機関は、次の
改革サイクルが発動されるまで、急速に応報的な状況に
逆戻りしてしまう可能性がある。

新型コロナウイルス感染症の影響は、ACT では近隣
の NSW 州やビクトリア州ほど深刻ではなかったが、
それでも経済、市民社会、刑事司法制度に広く蔓延して
いる。2020 年から 2022 年にかけて、治療的司法にと
っていくつかの「勝利」がもたらされたが、ACT が
2016 年から 2019 年にかけて発表した新しい治療的司
法戦略のいくつかについて、特に出口支援に関して、実
施に苦労しているという不安な兆候が明らかになってい
る。	

3.1　二つの報告書：二つの異なる物語  
まず刑務所パフォーマンスの定量的な指標に目を向け

ると、多くの指標において改善が見られた。最近の生産
性委員会の公共サービスに関する報告書（PC,	2022）
では、2021 年 6 月 30 日現在、ACT の刑務所におけ
る収容定員は 444 人のままで、前年度の 1 日の平均収
容人員は 411 人であった。2018-2019 年度の 484 人
のピークから減少している。ACT の収監率は成人 10
万人あたり 122.7 人で、2018-2019 年度の 147 人を
ピークに減少している。2022 年 9 月末までには、成人
10 万人あたり 110 人となっている（ABS,	2022)。先
住民族の収監率は成人 10 万人あたり 1812.5 人で、
2015-16 年 度 の 2087.5 人 を ピ ー ク に や や 減 少 し、
2359.4 人という悲惨な全国平均を下回っている。刑務
所内での受刑者就労率は 86％で最高値に達している。
刑務所内での教育・職業訓練を受けている受刑者は
2011-2012 年度のピーク時の 85.1％から 68.5％に減
少したが、オーストラリア平均の 29.7％の２倍以上で
あった。重要なことに、ACT の 2 年間の再犯率17 は
37.1% であった。これは、2019-2020 年度の 42.4%
という高い数値から低下している。しかし、2025 年ま
でに 25％削減するという目標を達成するためには、そ
の年までに 31.7％に達するよう、更に大幅に低下させ
る必要があるだろう。また、収容人員における先住民族
の割合が非常に高いことに変わりはなく、被収容者の 1
日の平均外出時間は 8.9 時間と、2011-	2012 年度のピ
ーク時の 10.5 時間から減少し、オーストラリア平均の
9.4 時間を下回っている。		

しかし、収容施設監察官事務所は、2022 年後半に二
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つ目の「健全な刑務所レビュー」を発表した際、ACT
刑務所について異なる見方を提示した（OICS,	2022）。
この厳密な混合法による実証的レビューは、被収容者、
矯正職員、その他刑務所のステークホルダーからもたら
された質的データが組み込まれている。特にこの質的デ
ータは、はるかに否定的な事態を明らかにした。	

第 2 部で言及した過度に理想主義的な「開放的所内」
設計では、単一の ACT 刑務所に十数カテゴリーの被収
容者が収容され、その多くが他の被収容者と混在するこ
とを許可されないために、矯正職員と被収容者の双方に
常に困難を生じさせていることに注意する必要がある。
この根本的な設計上の欠陥は、長期化するパンデミック
のようなストレス要因に対して刑務所を特に脆弱にして
しまう。OICS	の 2022 年の「健全な刑務所レビュー」	
(2022:	26）では、この現実を認めている。	

... 我々はまた、非常に多くの被収容者カテゴリが
いることに対する影響が施設全体に及んでいること
を聞いている。例を挙げると、被収容者は通路で他
の被収容者カテゴリと遭遇することから護衛なしに
他の建物まで移動することができず、［唯一の］保
健センターの待合室では被収容者が混在できない為
に患者の流れが緩慢化し、被収容者が混じることを
避けるために上限までプログラムや教育の運営を制
限し、被収容者が混在する可能性を避けるために運
動の時間（例えば、［唯一の］グラウンドを使う時
間）を制限させている。さらに、［家族と友人」の
訪問スケジュールを分割［しなければならない］た
め、各［棟の］ユニットでは、週に２回［しか］訪
問時間が割り当てられることができない。	

	
また、OICS の報告書は、これまでのパンデミック期

において、現在に至るまで複数の分野で刑務所における
処遇が悪化していることを示している。日常的な退屈、
面会の厳しい制限による家族や友人との長期的な離別、
教育や仕事、更生プログラムへの参加機会の大幅な減少
は、すべての被収容者にとって深刻な問題であり、先住
民族の被収容者にとってはさらに深刻であった。新型コ
ロナウイルス感染症による慢性的な人員不足は、矯正職
員のストレスと過労、そして研修不足につながった。	

2020 年以降、OICS は、パンデミックによるロック
ダウンのストレスが少なくとも一因であったと思われる
多くの重大事件の調査にも忙殺されるようになった。例
えば、オーストラリア社会全体に厳しいロックダウンが
実施されていた時期に発生した二つの暴動は、約 1000

万豪ドル相当の被害をもたらした。また、人質事件、女
性被収容者に対して不適切に実施された全裸での強制身
体検査事件、被収容者の自殺など、様々な事件が発生し
た。しかし、OICS 自身も人員や資金の削減に直面して
いる（Twyford,	2021）。	

おそらく、ACT 刑務所のこれまでの実績とパンデミ
ックを乗り切る能力について最も非難されるべきは、刑
務所が計画、建設、開設された快活で楽観的な時期を牽
引してきた、2001 年から 2011 年にかけて ACT 州首
相を務めたジョン・スタンホープの公式声明であろう。
彼は、刑務所は「先見性のある立法」	を携えて始まった
が、「機能不全の大惨事」へと堕落したと述べている

（Stanhope,	2022）。	

3.2　入口支援と出口支援：その片鱗
保釈ホステルの設立プロジェクトでは、不十分な計画

と実行により、初期不良や遅延、予算未消化が繰り返さ
れた。本来使用する予定であった施設は使用できないか、
大幅な改修が必要だった。結局、政府はこのプログラム
を民間の宗教的慈善事業者に委託することにした。
2021 年半ばの時点で、最終的に 44 人を支援しており、
サービスを必要とする者の需要は高かった（Evans,	
2021）。	

ICO の量刑選択の利用は増加の一途を辿っていて、
最近の調査（SCJACS,	2022）では、刑務所内で嫌がら
せや暴行を受ける可能性のあるトランスジェンダーの犯
罪者に非常に適していると指摘されている。しかし、あ
る市民団体は、ICO は司法制度の「網の目拡大」に繋
がっており、脱収容に貢献するダイバージョン的な措置
ではないと主張している（ACTCOSS,	2021:11）。さ
らに、ACT 連邦警察と同様、犯罪被害者も時にこの量
刑選択に反対の立場を表明している（SCJACS,	2022:	
2.16）。現在、ICO は拘禁と併用することができない。
このため、裁判を待つために何カ月もの間、保釈せずに
勾留された人が ICO を与えられた場合、不公平が生じ
てしまう。この場合、すでに服役した期間を用いて刑期
を短縮することはできない。SCJACS	はこれを改める
よう勧告した（2022:	2.22）。	

薬物・アルコール専門法廷（DAC）は、すでにダイ
バ ー ジ ョ ン と 予 算 の 面 で 成 功 が 評 価 さ れ て い る

（Byrne,	2022）。オーストラリア国立大学の研究による
と、薬物・アルコール専門法廷で判決を受けた 56 名の
犯罪者のうち 8 人しか所定のプログラムを最後まで完
了していなかったにもかかわらず、すでに 1400 万豪ド
ルの経費を節約した。修了者のうち裁判所に戻った者は
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おらず、ほとんどが薬物やアルコールの使用量を大幅に
減らしている。薬物・アルコール禁止令を受けたがプロ
グラムを完了しなかった多くの者（56 人中 44 人）で
も、プログラムを一部完了した後は、犯罪を犯す回数が
減少した（Rossner	et	al.,	2022）。しかし、薬物・ア
ルコール専門法廷は、高い需要と資金不足に悩まされて
いた。ACT 最高裁判長と地元の法廷弁護士はともに、
この裁判と判決オプションの拡大を支持している。最高
裁長官は、この制度はまだ先住民族の犯罪者の支援にま
で至っておらず、「先住民族向けの若年犯罪者のための
先住民族年長者による修復的量刑（サークル量刑）」と
組み合わせる必要があるという可能性を指摘している

（Byrne,	2022）。		
2022 年末、ACT 立法議会において、大麻だけでな

く、「アイス（覚醒剤）	」、ヘロイン、コカイン、アンフ
ェタミン、さらに LSD、MDMA、シロシビンを含む他
の違法薬物の少量所持を 2023	年後半から非犯罪化す
る法案を可決した（Twyford,	2022）。個人での使用目
的で少量所持している場合は罪に問われることなく罰金
が課されるだけである。これは、現行法の施行に警察の
資源を費やさないことを意味する。（現在、毎年 10 人
程度が起訴されているに過ぎない。）
「拡張スルーケア」の需要はおおよそ安定しており、

2019 年～2021 年間の需要はおよそ 12％減少したこの
期間のプログラム平均受給者は、2016 年から 2019 年
ま で の 427.7 人 に 対 し、327.5 人 で あ っ た。(JACS,	
2022a)。この減少は、パンデミック期間に、より多く
の犯罪者が迅速に保釈されたことと、その他の治療的司
法に基づく措置によって、収容人員が僅かに減少したこ
とによると思われる。オーストラリアの保護観察・仮釈
放制度では、一般的に執行猶予中の被告人や仮釈放者が
裁判所や仮釈放委員会の定める報告義務やその他の要件
を遵守するよう強制することを重視しているのが一般的
である。「拡張スルーケア」は、日本で行われている保
護司により提供されているサービスと同様に、包括的で
柔軟であり、そして時には集中的な個人支援を提供して
いて、法遵守を重視するモデルとは本質的に異なるもの
である。		

既存の中間処遇センターは 2020 年初頭に拡張計画が
保留のまま閉鎖されたが、拡張計画は	2022 年末も凍
結されたままであった（Fejer,	2022）。ACT の小規模
な拘置施設の一つを臨時の中間処遇センターとして使用
するために再利用していたが、収容されていたのはほん
の一握りの男性受刑者だけであった。拡張計画は正式に
中止されたわけではないが、刑務所の修繕予算配分が優

先されており、暴動・火災の被害の影響で実際に使えな
い棟の問題を別にすれば、刑務所はもはや過剰収容では
なく（Brewer,	2021）、2022 年 7 月には収容定員の
444 床に対して、収容人員が 380 人にまで減少してい
る（ABS,	2022）。		

4.　�ACTと日本の刑事司法の�
未来の可能性についての暫定的な考察

過去 20 年間に日本と ACT が歩んできた治療的な刑
事司法への道のりを考えると、両者の長所と短所が補完
し合っていることは明らかであろう。		

4.1　補完的な長所と短所  
東京大学法学部ワーキングペーパー（2023 年近刊予

定）19 において、私は刑事司法機関における危機に対処
する日本のアプローチが、極めて実利的で、トップダウ
ン的、管理統制主義的なものであると主張している。ま
ず、問題を抱えた組織を再正当化することに相当な期間
を費やすことから始まり、抵抗を防ぎ、改革を定着させ
るために必要な資源と幅広い利害関係者のコンセンサス
を戦略的に結集させるために、組織内を安定させ準備す
る。そうして、ようやく改革をゆっくりと徐々に実行に
移すのである。このようにして、効果的な変革は、時間
を除くすべての資源を効率的に使用し、合理的で責任あ
る方法で達成される。何世代にもわたって刑事司法に携
わってきた人たちは、遅い変化を待つことになる。段階
的なアプローチが好まれる中、日本の経験豊富な法務省
の改革担当者は、外部からの視線、すなわち刑事司法に
おける日本の優れた能力に対する評判への影響を深刻に
捉えているようである。漸進的な改革は、非常に秩序あ
る外観を持つという利点がある。	

以上見てきたように、ACT は、はるかに乱雑で確実
性に欠ける変革管理プロセスを辿っている。政策の立案
と実施のプロセスは比較的迅速であるものの、イデオロ
ギーに左右されている。改革が成功すれば、改革の欠如
により困難に直面していた人々は速やかに救済を受ける
ことができる。けれども、改革が成功を収めるとは限ら
ない。さまざまな利害関係者による声高な主張や、意見
の不一致が生じることがあり、その中にはメディアや政
治に大きな影響力を持つ者もいる。同時に、警察、検察、
刑務所、社会内処遇など、提案された変革の影響を受け
そうな刑事司法職員や刑事司法分野に関する民間サービ
ス提供者が、公然と抵抗することもある。政策の立案と
実施には論争がつきものだが、それが問題視されること
はない。時折、比較的形式的な準備や広範な利害関係者
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のコンセンサスの不在にもかかわらず、法的・社会的変
革は成功するという信念があるかのように思われる。外
部の視線は少なくとも最初は非常に重要であるとみなさ
れたが、現実では、改革プロセスは非常に多元的で予測
不可能であり、例外的で優れた能力どころか、大抵は混
乱の一つに過ぎないことを意味していた。	

日本にとっては、外部の視線をあまり意識せず、秩序
はないがタイムリーな改革プロセスを進んで容認すれば
いいのかもしれない。同様に、ACT にとっては、外部
からの視線をより意識してより秩序だった段階的な改革
プロセスに携わる覚悟があればいいのかもしれない。	

4.2　治療的な司法改革の動機としてのソフトパワー  
治療的司法に基づいた措置を取り入れようとする管轄

地域の動機がソフトパワーを獲得することが部分的であ
るか、または大部分であるのかどうかという問題もまた
検討に値するだろう。		

ACT の場合、この 20 年間は、経験不足で理想主義
的な管轄地域がソフトパワーの獲得に気をとられ、刑務
所建設に乗り出したという物語であった。このナイーブ
な始まりは、どんな刑務所でも、ましてや人権を尊重し
ようとすれば、矯正治療を提供する刑務所の建設と運営
の複雑な現実と痛烈にぶつかり合ってきた。したがって、
この 20 年間 ACT は外部からの批判にさらされながら、
失敗も多い中で、いくつかの顕著な成功を収めてきたの
である。	

パンデミック期における再犯率や収監率の低下や、収
容人員の減少など、特筆すべき成功があった。これは、
警察や裁判所がロックダウン中に人々を刑務所に送るこ
とに消極的だったことが、このような成果を生むきっか
けになったのかもしれない。薬物・アルコール専門法廷
は、政策的にも財政的にも大きな成功を収めていて、今
後さらに貢献できると見込まれている。資源を使うより
も、直ちに節約するのが治療的司法の活動であり、様々
な刑事司法機関の支持を獲得している。しかし、こうし
たダイバージョンによって獲得された成果は、ほとんど
が男性受刑者や非先住民族の被収容者に対するものであ
り、2022 年の OICS「健全な刑務所レビュー」に照ら
すと、ACT は、すべての犯罪者の再犯率低下への道を
阻む二つの根本的な課題に未だ取り組めていないことは
明らかである。これらは、日本が 2007 年の犯罪白書で
指摘されていた問題であり、出所者が仕事に就いて、地
域社会で居場所に定着することができるかという極めて
重要なことである。「拡張スルーケア」は、「仕事」と

「居場所」で表現されるビジョンと本質的に同様あるが、

今日の司法福祉制度、地域定着支援センター、コレワー
ク、保護司制度等を通じて、日本のよく統合された出口
支援のネットワークを通じて可能な、持続的な「包摂
型」支援とを比較すると、模造品に過ぎないと言える。		

公正を期すために、ACT の JACS がより漸進的なア
プローチを取るとしても、その変化の調整範囲には一定
の限界があることは指摘しておく必要がある。ACT の
警察は、オーストラリアの連邦警察の一部である。
ACT は独自の警察組織を持たない。集中的社会内処遇
命令（ICO）の例で見たように、ACT 連邦警察の方針
が ACT におけるその他の刑事司法制度と対立すること
もある（Nowroozi,	2022）。また、ACT の裁判官は公
務員ではなく、日本の司法と比較すると構造的、政治的、
文化的に独立しており、ACT 政府の方針と一致しない
判決の決定を下すことがあることも事実である。	

さらに、オーストラリアのメディア、学界、そして元
政治家等でさえ、一般的に、政府の政策アジェンダに協
力的でないことがある。豊富な情報源を消費することが
出来て、その結果として各自で評価して、自身の見解を
形成する。連邦政府の多くの機関が、刑務所を含むオー
ストラリアの刑事司法制度のパフォーマンスのあらゆる
側面について、監査を行い、データを収集し、統計を分
析し、報告書を公表している。ACT 刑務所を管理する
JACS は、これらの報告書のタイミング、内容、分析を
左右させることはできない。こうした機関は、生産性委
員会にとどまらず、オーストラリア統計局、オーストラ
リア厚生研究所、オーストラリア犯罪研究所、オース	
トラリア法改革委員会を優に超えている。メディア、学
界、政治家、官僚による論評は、2022 年のジョン・ス
タンホープの例で見られたように、声高に批判的な立場
を取ることもある。		

日本のケースについて検討してみると、この 20 年間
は、経験豊かで実利的な管轄地域に関わる物語りであっ
た。ACT と同様、日本もまたソフトパワーの獲得に注
力してきたが、日本の場合は、とりわけ 2002 年～
2003 年の名古屋刑務所でのスキャンダル以降、行刑分
野において日本の評判を回復させることに力を注いでき
た。カルロス・ゴーン事件の影響により、警察や検察の
役割に対する注目が好意的ではなかったとはいえ、日本
は少なくとも刑務所と保護観察の領域においては、評価
を得ることに大いに成功している。刑事施設と保護観察
に焦点を当てると、日本は専門的、体系的、そして漸進
的に一連の実践的な「国を挙げての」転換、治療的、社
会復帰のための改革を進めてきた。2022 年後半に名古
屋刑務所で新たな虐待スキャンダルが発覚したものの、
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刑事施設がすでに再正当化され、安定化し、20 年前の
名古屋刑務所スキャンダル発覚時に比べて、組織全体と
してストレス解消（「ガス抜き」）の状態で、これを乗り
切り、再び学ぶことができるであろう。	

繰り返すが、公平を期すために言えば、日本が連邦制
によって阻まれているわけではないことを指摘しておき
たい。日本は、東京にある中央政府所在地から、刑事司
法制度全体を「指揮統制」する能力を享受しているので
ある。2003 年以降、法務省は伝統的な密行主義政策か
ら、刑務所からの「良いニュース」を積極的に世間に発
信する政策に移行し、この広報活動に熟達してきた。さ
らに、日本のメディアと学界は一般的に、政府の政策ア
ジェンダに協力的であり、批判は穏やかになことが多い。
また、法務省以外を除くと刑事施設に立ち入ることがで
きる日本の機関は少なく、公的に報告することもないの
が実情である。法務省自身が公に開示されている刑務所
に関する情報の大部分を管理しており、これまでのとこ
ろ、刑務所における実証的な学術研究が許可されること
は稀であった。法務省の発信する情報を批判する声が少
なく、市民社会団体、特に日本弁護士連合会、アムネス
ティ日本、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、そして監獄
人権センターに限られている。

また、日本の刑務所と比較して、ACT 刑務所に関す
る利用可能なデータの性質、内容、それらの出所に大き
な違いがあることが、私の分析をゆがめている可能性が
あることも指摘しておかなければならない。オーストラ
リアでは、刑務所をめぐる絶え間ない精査や議論、そし
てときには警告レベルが過剰に高いがために比較的小さ
な問題が大きく捉えられ、深刻な機能不全があるように
見えてしまうことがある。特に、オーストラリアのメデ
ィアや学術研究による刑務所に対する厳しい批判のため、
ACT 刑務所システムを実情以上に苦労している、ある
いは失敗しているように見えているかもしれない。また、
日本の入口支援・出口支援・治療的刑事司法改革が、最
初に見たほどには大きく成功していない可能性も否定で
きない。日本ではデータの三角測量・分析が通常できず、
データソースはひとつしかないからである。	

それでも、上記の分析から、管轄地域の対外的な評判
に関連する理由により、部分的にせよ主要的であるにせ
よ、治療的司法に対してオープンであることに異論はな
いように思われる。日本も、ACT も、過去 20 年間刑
事司法における卓越した能力を通じてソフトパワーを最
大化したいという強い願望を抱いていた。しかし、人道
主義と人権に対する強固な理想主義的で法的なコミット
メントにもかかわらず、ACT は治療的司法戦略を通し

た刑事司法と「ソフトパワー」という目標達成に何回か
失敗しており、相当数が不首尾に終わっている。これと
は対照的に、日本では人道主義や人権に対してより限定
的な解釈とイデオロギー的なコミットメントが支配的で、
それがしばしば成功しているように思われる。	

可能性としては、治療的司法戦略が長期的に成功する
かどうかという点に関して、より重要なのは、イデオロ
ギーではなく、司法権がどれだけ経験を積んでいるかと
いうことがたいせつであろう。とくに、刑事司法の設
計・運営に成功した深い経験を持つ専門家が、適切な資
源と幅広い利害関係者の支援を得て、着実かつ持続可能
なペースで、政策の策定と実施の両面で中心的役割を果
たすことが保証されているかどうかであろう。	
	
4.3　治療的な目的と応報的な目的の相克をリードする

パンデミック以前、ACT 刑務所のリーダーは、矯正
において通常長い経歴を持っていたが、最近元警察官が
ACT	JACS 内の矯正局長に任命されたことは、懸念す
べきことである。

刑事司法制度のすべての部門に渡って治療的な枠組み
を採用しようとする場合、その区別は曖昧になるかもし
れないが、歴史的に見れば、警察・検察部門の内部論理
は刑務所・地域矯正部門の内部論理と対立していた。前
者は伝統的に、「刑罰が科される瞬間」を目指し、後者
は刑罰が完全に解かれる「社会復帰の瞬間」を目指して
いる。特に、どちらかに深く入り込んだ長く実りあるキ
ャリアの終わりに、上級職員がこの二つの異質な論理的
根拠を首尾よく切り替えることを想像するのは難しい。		

2014 年まで日本の法務省矯正局はエリート検事が統
率しており、2019 年まで保護局も同様であった。両局
のリーダー任命を主に生え抜きのスペシャリストに切り
替えたことは、両局が時代の変化に対して柔軟で熟達し
た方法を用いた対応をするために必要な能力を培う上で、
多大な影響を与えている。どちらのケースでも局内部か
ら最初に任命された局員20 は、共感的な振舞いと落ち着
いた対話能力を持つ情熱的で創造的なリーダーであり、
その後も彼らの後を追って、高い資質を持った者の任命
が続いている21。このような内部からの刺激的なリーダ
ーシップは、限りある、あるいは縮小する資源の中で、
刑事司法分野における日本の例外的で優れた能力を維持
することが求められている教職員にとって非常に有用で
ある。また、地方、県、国レベルでの有望な官民のパー
トナー候補との交渉を円滑に進めることができるのも、
このようなリーダーシップのおかげである。日本の協力
的な性質を持つ「治療的司法」戦略には、その特徴とし
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て、新たな資源を投入することが少なく、革新的なパー
トナーシップを通じて既存の資源の共有や再分配を促す
ことが挙げられる。さらに、このような有能で経歴のあ
る内部からのリーダーは、退職後も所属局にとって価値
ある存在であり続けることが多く、現役時代に務めた優
先事項を支援し続けるために研究活動や市民社会での役
割を担っている。		

4.4　さらなる研究が必要な二つの領域
最後に、とりわけ日本や ACT の刑事司法に関心を持

つ学習と実践のコミュニティから、より多くの注目を集
めるべき二つの領域について言及したい。両方とも国際
的に大きな趨勢であって、先進国における刑務所の急速
な高齢化と刑事司法へのデジタル化の技術革新である。		

最初のトレンドでは、他の文献で日本が圧倒的に世界
を先導しており、国際基準において「高齢」に分類され
る日本の収容人員の割合は 40％前後に上るという驚く
べき結果を論証した（Lawson,	2021）。世界の刑務所
研究において、被収容者に対する「高齢」とは通常、
65 歳ではなく、50 歳か少なくとも 55 歳までに始まる。
というのも、収容者は世代間格差によって複雑化する慢
性的な身体的・精神的健康状態、社会的排除、薬物乱用、
貧困状態を有しており、通常は一般人口よりも著しく健
康状態が悪いからである。日本の刑事司法研究は、この
問題に関して世界の刑事司法研究とは一線を画していて、
また、収容人員に対する老齢の定義を「65 歳以上」と
公式に適用しているため、この傾向が日本においてどん
なに進んでいて深刻であるかということを見落してしま
っている可能性がある。また、日本の急速に減少する青
年犯罪者も、記録的な傾向である。この二つの傾向を総
合すると、年齢と犯罪の曲線、日本の刑事司法制度の目
的、社会福祉制度との関係、そして将来的に日本で意味
をなすであろう治療的司法の種類を理論化する上で、重
大な意味を持つことになる。高齢化社会を抱える他の多
くの国々は、日本がこの問題にどのように対処している
かを注視し、その洞察を共有することを望んでいるので
ある。	

二つ目のトレンドとして、映画「プリズンサークル」
が撮影された島根あさひ社会復帰促進センターは、日本
における技術革新と治療的司法が交差する先駆けとなっ
ている。施設内で電子監視（追跡装置）、読取装置、自
動給食配達などを使用していることは広く知られている。
ACT の刑務所も同様に電子監視を運営される予定であ
ったが、2009 年の開設後すぐに施設内の技術的な障害
が発生し、頓挫してしまった。		

地域社会での電子監視について考察すると、オースト
ラリアは米国に比べ、保護観察業務への GPS の導入に
関して一般的に消極的であり、日本も概して人権上の懸
念またはコストから地域社会での電子監視に対して消極
的であった。しかし、パンデミック時に検疫目的でスマ
ートフォンの電子監視が世界的に急速に普及したことを
受けて、政策は変更されつつあり、日本と ACT は同様
の段階に達している。日本では地域社会内の性犯罪者を
対象とした電子監視の試行が導入を検討しており、
2022 年 7 月には SCJACS が ACT において刑務所内
の未決拘禁者の高い割合の問題に取り組む一環として電
子監視という論題を再検討している。		

刑事司法における行動追跡、監視、動向予測のための
AI システムを取り巻くマーケティングの誇大広告は、
抗しがたい絶対的な力を保持している。しかし、有効性
と、意図しない結果に関する深刻なリスクという十分に
矛盾する証拠がある。刑事司法のこの分野と他の多くの
分野での AI を活用して問題解決に導くシステムは、常
により迅速で安価な、そしてより良い結果を約束する。
資源や能力の縮小に直面している政府機関にとって、非
常に魅力的なことである。しかし、誤って国家の中核的
機能を国が監督できず、誰の決定であるか理解できず、
市民に説明できない営利団体に外部委託してしまう恐れ
がある。ヨーロッパと中国の双方は、この政治的な地雷
原を規制するための法律整備を行うことの将来的な影響
をについて既に先導を切って検討をしている。日本とオ
ーストラリアは、一定の範囲で、手遅れになってから変
化を規制しようとする立場にある。しかし、四つの官民
協働（PFI）刑務所における日本の成功は、一般に刑事
司法における国家の中心的役割を損なうことなく、「丸
投げ」せずに営利目的の民間部門と連携して新たなテク
ノロジー等を導入する方法について、他の管轄地域に有
益な教訓を提供しうる可能性を示唆している。

注記
全ての URL は 2023 年 1 月 15 日にアクセスされた。
1	 1911 年から 2009 年までの約 100 年間、ACT は近隣の

ニューサウスウェールズ州（NSW）に受刑者の収監を委
託していたため、本稿の前半では NSW の刑務所を比較
対象として取り上げる。

2	 1901 年のオーストラリア連邦憲法第 125 条は，連邦首
都を設置する権限について規定している。1908 年の連邦
政府の政府所在地法	Seat	of	Government	Act により
NSW 州 南 部 が 選 定 さ れ、 続 い て 1910 年 の Seat	of	
Government	（Administration）Act によりその取得が法
制化され、その後 1911 年 1 月 1 日に NSW 州が選定地
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を譲渡した。1913 年 3 月 12 日、新たな首都は「キャン
ベラ」と命名された。政府機関のインフラと施設の整備に
15 年以上を要したが、1927 年に連邦議会がメルボルン
からキャンベラに移転した。1989 年 5 月 11 日に自治が
開始されるまでの間、連邦憲法第 122 条に基づき、連邦
特別地域担当大臣が ACT を統治していた。詳細は以下を
参 照：https://www.parliament.act.gov.au/visit-and-
learn/resources/factsheets/establishing-the-nations-
capital

3	 1957 年の連邦政府の National	Capital	Development	
Act に基づいて。詳細は以下を参照：

	 https://www.foundingdocs.gov.au/item-sdid-114.
html

4	 クアンビー少年鑑別所は 1962 年にサイモンストンに開設
され、後にクアンビー青少年拘置所となった。2008 年に
は、ミッチェルのビンベリ青少年拘置所と入れ替った。詳
細 は 以 下 を 参 照：https://www.communityservices.
act.gov.au/youth/bimberi。ベルコネン拘置所は 1976
年から 2008 年まで、サイモンストン臨時拘置所は 1990
年 代 半 ば か ら 2008 年 ま で、 い ず れ も 1976 年 の
Remand	Centres	Act に基づき運営されていた。詳細は
以 下 を 参 照 :	https://www.legislation.act.gov.au/
a/1976-48/

5	 1995 年の Periodic	Detention	Act に基づいて。詳細は
以 下 を 参 照：https://www.legislation.act.gov.au/
a/1995-3/。定期収容施設は、2016-2017 年財政年度に
廃止されるまで、20 年余りにわたりサイモンストンの施
設で運営されていた。

6	 1955 年にジュネーブで開催された犯罪防止・犯罪者の処
遇に関する第 1 回国連会議により採択され、1957 年 7 月
31 日の国際連合経済社会理事会決議 663C（XXIV）及び
1977 年 5 月 13 日の 2076（LXII）により承認されてい
る。

7	 1988 年後半に可決された連邦法に基づき、ACT の憲法
に相当するものとして、1988 年の Australian	Capital	
Territory	(Self-Government)	Act が制定された。	
詳細は以下を参照：https://www.legislation.gov.au/
Series/C2004A03699。

8	 現ヤンゴン（ミャンマー）。
9	 平成 16 年法律第 5 号。詳細は以下を参照：		

https://www.legislation.act.gov.au/a/2004-5。
10	国連総会	(1966 年 )	12 月 16 日，条約シリーズ，第 999

巻 171 項。
11	詳細は以下を参照：	

https://www.legislation.act.gov.au/a/2007-15/。
12	2005 年の Crime	(Sentencing)	Act に基づいて。	

詳細は以下を参照：https://www.legislation.act.gov.
au/view/a/2005-58/current/html/2005-58.html。

13		大麻に関する一部の行為が新たに刑事罰の対象となった
こと、その他の大麻に関する行為が引き続き刑事罰の対象
となることに留意。詳細は以下を参照：https://www.
act.gov.au/cannabis/home。

14	国連総会（2003 年）1 月 9 日 ,	A/RES/57/199。	
詳細は以下を参照：	https://www.ics.act.gov.au/。

15	詳細は以下を参照：	https://www.justiceinspectorates.
gov.uk/hmiprisons/。

16	1866 年に設立された世界最古の刑事および刑事司法改革
組織である「ハワード・リーグ」のモットーである。詳細
は以下を参照 :	https://howardleague.org/。

17	注：出所者が 2 年以内に再入所される割合をいう。
18	2022 年の Drugs	of	Dependence	(Personal	Use)	

Amendment	Act に基づいて。詳細は以下を参照：		
https://www.legislation.act.gov.au/view/a/2022-20/
current/html/2022-20.html。

19	2022 年 5 月 28 日、東京大学法学部主催の Asian	Law	
Institute 年 次 学 術 大 会 に お け る ‘The	Gradual	
Transformation	of	Japan’s	Prisons:	A	Distinctive	
Asian	Model’	[日本の刑務所の段階的変容 : アジアの特徴
的なモデル」　発表に基づく。

20	矯正局をめぐっては、2014 年から 2015 年にかけて矯正
局長を務めた西田博氏、2019 年から 2021 年にかけて保
護局長を務めた今福章二氏がいる。

	21	西田氏は、2002 から 2003 年の間に発生した名古屋刑務
所暴動の対応に携わっていた。また、事務局として行刑改
革会議を補佐し、一部では日本の新刑務所法の起草にも関
わった。少なくとも後任者の内の二方（富山聡氏と大橋悟
氏）がキャリア中期に同じように近代的な矯正の危機と転
換点を地肌で経験して、解決策に中心的な役割を果たした。
詳細は以下を参照：(Lawson,	2015;	Lawson,	2020)。
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